
 

〇北方領土問題について 
北方領土問題とは、先の大戦後、80 年が経過した

今もなおロシアの不法占拠の下に置かれている我が

国固有の領土である北方四島の返還を一日も早く

実現するという、まさに国家の主権にかかわる重大

な課題です。 

〇署名について 
・署名簿は（公社）千島歯舞諸島居住者連盟に送付します。 

・署名簿は法令に基づく国会（衆議院及び参議院）請願の際に提出します。 

・他の目的に使用することはありません。 

・署名簿は適切に管理・保管いたします。 

署名の受付について 
【受付期間】 令和８年２月１日から２８日まで （土・日・祝日は除く） 

【受付時間】 9時～１７時  

【受付場所】 船橋市役所本庁舎３階 福祉政策課 

         ※福祉政策課職員にお声がけください。 
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